
特定健康診査を受けましょう！特定健康診査を受けましょう！

健やかなこどもとの暮らしを応援します健やかなこどもとの暮らしを応援します
川北町では、お子さんの健康を守るために、予防接種や乳幼児健診・相談事業などを行っています。

平成31年度平成31年度

平成31年度  乳幼児健診・相談事業の日程、対象月齢平成31年度  乳幼児健診・相談事業の日程、対象月齢平成31年度　子どもの定期予防接種平成31年度　子どもの定期予防接種

○　乳幼児健診・相談、母親教室などは、全て保健センターで実施しています。
○　7か月児相談は、ブックスタート（絵本のよみきかせ）も同時に実施されます。
○　健診や相談、教室、定期予防接種等の対象の方には、事前に通知を送付いたします。

《問い合わせ先》 川北町役場 福祉課（保健センター内）　ＴＥＬ ２７７－１１１１

医療保険者とは
国保・協会けんぽ・共
済保険・組合保険・船
員保険など健康保
険証を発行している
機関をいいます。

健診を
受けるには？

❶
医療保険者から、特定健診の
お知らせ（受診券など）が
送られてきます。

❷
手元に届いたお知らせで、
指定の健診機関や健診日を

確認する。

❸
受診券と保険証を持って、

健診会場で受診
しましょう。

予防接種 場　所：かかりつけの医療機関（予防接種協力医療機関）
　　　　※母子手帳と各予防接種の予診票をお持ちになって接種してください。
　　　　※各予防接種の予診票は接種対象時に送付いたします。

種　　　類 接　種　方　法

事業名 産後ママの
あんしんケア教室 ４か月児健診 ７か月児相談 12か月児健診 1歳6か月児健診 2歳児健診 3歳児健診

４月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

9日
H31年2・3月生

26日
H30年12月生

23日
H30年9月生

26日
H30年3月生

12日
H29年8・9月生

12日
H29年2・3月生

7日
H31年3・4月生

17日
H31年1月生

28日
H30年10月生

17日
H30年4月生

11日
H31年 4月生
2019年5月生

7日
H29年4・5月生

14日
H31年2月生

25日
H30年11月生

14日
H30年5月生

9日
2019年5・6月生

19日
H31年3月生

23日
H30年12月生

19日
H30年6月生

7日
H29年10・11月生

8日
2019年8・9月生

18日
H29年8・9月生

25日
2019年6月生

29日
H31年3月生

25日
H30年9月生

11日
H30年2・3月生

6日
H30年4・5月生

3日
2019年10・11月生

13日
H29年10・11月生

20日
2019年8月生

17日
2019年5月生

20日
H30年11月生

14日
2019年11・12月生

17日
2019年9月生

17日
H30年12月生

4日
2019年12月生
2020年  1月生

21日
2019年10月生

25日
2019年7月生

21日
H31年1月生

10日
2020年1・2月生

27日
2019年11月生

24日
2019年8月生

27日
H31年2月生

7日
H30年6・7月生

6日
2019年6・7月生

9日
H29年6・7月生

23日
H31年4月生

27日
H31年1月生

23日
H30年7月生

10日
2019年7・8月生

20日
2019年5月生

24日
H31年2月生

20日
H30年8月生

10日
H28年3・4月生

12日
H28年5・6月生

13日
H28年7・8月生

12日
2019年9・10月生

15日
2019年7月生

26日
H31年4月生

28日
2019年6月生

15日
H30年10月生

8日
H28年9・10月生

10日
H28年11・12月生

13日
H29年1・2月生

9日
H29年12月生
H30年  1月生

14日
H29年12月生
H30年  1月生

からだの状態は生活習慣や加齢で変化します。健診は毎年継続して受けることが大切です。
年に1度特定健診を受診し、生活習慣の改善が必要な方は、特定保健指導を受けましょう。
がん検診・骨粗鬆症検診はこれまでどおり、川北町で実施します。
★特定健康診査の受診方法は下記の通りです。
〈対象者〉　年齢は、H31.4.1から翌年.3.31までの間に対象年齢になる方を含みます。

20～39歳

町の健康診査を
受診できます。

川北町国民健康保険が
実施します。

加入している医療保険
者が実施します。

後期高齢者医療広域
連合が実施します。

75歳以上40～74歳
国　保 国 保 以 外

詳しくは、加入されている医療保険者にご確認ください。

月
（1.5～2か月児）

第２火
（3～4か月児）

第３金
（6～7か月児）

第４火
（12～13か月児）

第３金
（1歳6～8か月児）

第１金
（2歳1～2か月児）

第２金
（3歳1～2か月児）

第２金

＜子宮頸がんについて＞
　厚生労働省の勧告により、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨しないことになりました。これは、定期接種を中止するものではなく、希望される方は接種できます。接種を受ける
場合には、医療機関でワクチンの有効性及び安全性などについて、十分に説明を受けたうえで接種してください。

＜日本脳炎について＞
　H11年4月2日～H19年4月1日生まれの方は、H17～21年度の積極的勧奨の差し控えにより日本脳炎予防接種を受ける機会を逃していることがあります。積極的勧奨の差し控えによりⅠ期接種を受けていな
い方は、接種機会確保のため、20歳未満までの間に特例としてⅠ期不足分を接種できます。また、Ⅱ期接種の対象はⅠ期の接種が完了した9歳以上20歳未満の方ですが、供給量確保等から18歳になる方にのみ
積極的勧奨を行っています。対象年齢の方で接種を希望する方は、保健センターで母子手帳等を確認後、予診票をお渡しします。

標準接種年齢

生後２か月～７か月未満

生後9か月未満

生後２か月～７か月未満

1歳～1歳3か月未満

1歳～1歳3か月未満

生後3か月～1歳未満

生後２か月～７か月未満

生後5か月～8か月未満

初回③接種後 7か月～1年1か月後 左記期間内に1回

左記期間内に1回
左記期間内に1回

左記期間内に1回
左記期間内に1回
左記期間内に1回

初回③接種後 1年～1年半未満

1回目接種後 6か月～1年未満

11歳～12歳未満

1歳～2歳未満

3歳～4歳未満

4歳～5歳未満
9歳～10歳未満

中学1年　女子（小学6年～高校1年）
　※下記の説明を参照してください。

年長児

２７日以上の間隔で2回

２７～56日の間隔で3回

２７日以上の間隔で3回

２0～56日までの間隔で3回

6～28日の間隔で2回

Ⅰ 期初回②接種後概ね1年後に1回
9歳以上かつ、Ⅰ 期が終了した者に対して1回

左記期間内に1回

1か月の間隔で2回
1回目接種から6か月後に1回（計3回）
2か月の間隔で2回
1回目接種から6か月後に1回（計3回）

小学6年の間に1回

1歳以降かつ、初回③接種後60日以上の間隔で1回

1回目から139日以上の間隔で1回

日本脳炎

水 痘

子宮頸がん

麻しん・風しん

小児用肺炎球菌

ヒ ブ

B型肝炎

結核（BCG）

四種混合

（　 　）百日咳
ジフテリア
破傷風
ポリオ

二種混合
（    　 　）ジフテリア
破傷風

１回目
２回目
３回目

１回目
２回目

　　　 ①
初回 　②
　　　 ③
追加

　　　 ①
初回　 ②
　　　 ③
追加

　　　　  ①
１期初回  ②
　　　　  ③

１期初回  ①　　　　  ②

１期追加

１期追加

２期

２期

サーバリックス

ガーダシル

１期
２期


